
アメリカ高齢一者法の沿革

関ふ佐子

一．高齢者法．（Elder　Lとw）の概要

　1．一高齢者法の可能性

　アメリカには社会保障法という法分野は存在せず，わが国で社会保障法と一U

て扱われている嶺域は，医療関係法（Health撤），貧困者法i（Poverty　Law）Jt

障害者法（DiSabiiity　LEiw）といった個別の分野として確立されている。こうし

たなかで，’高齢者を巴り：まく法律問題の増大を反映し，「高齢者法」という一：一一

つの世代を対象とする法分野が誕生した。　’，　　　・　　　　・　’一

　「高齢者法ゴはt対象を高齢者に特化した法分野であるがゆ：えに，高齢者特

有の課題に焦点をあて，高齢者をめぐる法理論の究明を試みている∪そして・

高齢者にかかわる法制度全般を対象とし，横断的に検証する学問領域となって

いる。例えば，一社会保障制度のみならず，従来わが国では民事法の領域とされ

てきた成年後見制度を対象とするなど，わが国では社会保障法，労働法．家族

法．医事法，1刑事法といった各領域でそれぞれ取り扱っている課題を．高齢者

という視点から体系的に考察する法分野となっている。…．　　、　・ii

　ア芦リカにおいて高齢者法が誕生したのは高齢者が他とは異なる社会保障

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33



横浜国際経済法学第16巻第2号（2008年2月）

制度を必要とする法主体であると捉えられたためであろう。アメリカは，社会

保障（公的な保障）の役割を鋭く問い続けてきた国であるからこそ，保障の対

象として高齢者を抽出するという，比較法的にみても特徴的な制度を構築した。

高齢者をとりまく閤題を体系的に取り扱う高齢者法の確立は，高齢者を特別視

するアメリカの社会保障制度の実態を浮き彫りにするも¢）である。さらに高齢

者法は，高齢者の特徴や高齢者に対して公的な保障を行う意義や範囲を考察す

る上で有用な素材を提供しており，アメリカの高齢者法から学ぶ意義は大きい。

高齢者法という法分野について，わが国でも耳にする機会が増えてきた。2007

年9月の日米法学会は，「高齢者法にみるアメリカの社会保障」というテーマ

のシンポジウムを開催した1）。

　本稿では，こうした高齢者法の内容と沿革を説明する2）。この作業は，今後

わが国において，高齢者にかかわる法分野を発展させてゆく上での指針となろ

うeどいうのも，高齢者をめぐる法的問題が深刻花するおが国でも，嵩齢者に

焦点をあてた研究や実務の必要性が出現しており，アメリカで高齢者法という

法分野が体系化されていった軌跡を辿っているからである。研究としては，わ

が国では2002年にt一はじめて『高齢者法』と題する著作が出版されたs）。’一

　実務では，弁護士会が，高齢者をめぐる澗題に特化した委員会などを作り，

その法律問題の解決に取り組みつつある。1995年の福岡弁護士会北九州部会

による「高齢者あんしん法律相談⊥1996年の名古屋弁護士会での．r高齢者

110番」，1997年の東京第二弁護士会による「高齢者財産管理センタ」」など

の開設を皮切りに，各地の弁護士会が高齢者の財産管理の問題解決を始めて

いった。例えば横浜弁護士会は，会内でこの問題に取り組んできた輿石英雄弁

護士によると，1997年に「高齢者・障害者財産管理（支援）”センタr」の設

立を計画した。その後，弁護士会としては高齢者・障害者支援センターは設け

ず，神奈川県社会福祉協議会が運営する「かながわ権利擁護相談センタr」（あ

しすと）と，横浜市社会福祉協議今が運営する「横浜生活あんしんセンター」

と連携する形で，2001年に弁護士会が設置した「高齢者と障害者の権利に閨
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する委員会」が各センタ・－Ltの窓口となり活動してきているb’社会福祉士など

の福祉の専門家にも法律相談の場に関与してもらうこどにより；福祉的な相談

にも対応できる形としている点が横浜弁護士会の特徴である。また横浜弁護士

会では，・2007’年より高齢者・障害者のための専門法律相談窓口を週1回開設

するとともに，弁護士会まで来られない高齢者・障害者のためめ出張法律相談

も検討中である4｝。日弁連は，2001年開催の日弁連人権擁護大会でのシンポジ

ウム「契約型福祉社会と権利擁誰のあり方を考える」を契機に，翌2002年度

から「高齢者・障害者権利擁誰の集い」を開催しているS）。’

　弁護士の活動領域は広がりつつある。横須賀市では，成年後見の市長申立て

における第三者後見人確保の目的や，市が把握した高齢者・障害者の権利侵害

を解決するlt：めに，関連職種や団体とネットワYクを構築す1ることをめざし

て，平成16年から2iヶ月に一度「成年後見制度情報交換会」が開催されてき

た。これには・、弁謹士，司法書士，行政書士，社会福祉士，家庭裁判所の書記

官と調査官，社会福祉協議会，’市役所（長寿社会課障害福祉課）など20名

前後の者が参加している。関連職種や団体とのネッ’トワークの構築によ一り．市

が高齢者1・障害者の権利侵害事案を把握した場合は，このネッ下ワ「クが対応

を討議じ，適切な職種に具体的対応を依頼している賠弁護士は，．：・　ue利侵害を

受けた高齢者の代理人になったり，市長申立てによる後見開始の第三者後見人

になったり，高齢者の虐待事件を担当している。高齢社会では、このようなネッ

トワータが各地域に構築されることがますます求めちれていくであろう。，

　こうしたわが国の実務と学界の動向は，アメ，］」カで高齢者法という法分野が

確立していうた軌跡に通じるところがあるごわが国もロースクールの発展と弁

護士数の増加から，将来的に高齢者法という法分野への二r－一ズが高まろう1。以

下では，それを示唆するアメリカの経験を紹介する。

2．高齢者法とは何か7J　　　　　　　　　　　’　　　．．

高齢者法は帥，一般的に65歳以上の者を指すT高齢者」にかかわる法実務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35



　横浜国際経済法学第16巻第2号　（2008年2月）

を反映させた法分野である。「高齢者」という用語は，・時として，』60歳以上，

55歳以上，さらには退職者といったより若い年代の者を指す言葉として使用

されている9）。このなかで，65歳以上の者を意味する場合が多いのは，これが

伝統的な定年年齢であり1。），かつ当初は公的退職年金の支給開始年齢だったか

らであるtl｝。とはいえ，‘ここでは，何歳からという厳密な年齢は重要ではない。

ある一定の年齢を境に，’それ以上を高齢者として区別することの意義が肝要と

なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　、

　高齢者法の内容は，二つの分野が中心を占めているti一つは，医療関係法関

係，’二つめは所得と資産の保護と維持関係である。高齢者は若い世代よりも医

学的ニーズが高く．その結果それにかかわる法的支援を必要とする。、そして高

齢者固有の金銭面での紛争も多い。高齢者法は．古くからある分野，（代表的に

はEstate　Plarmi皿g／計画的遺産処分12｝）と新しい分野（例えばメ・ディケイF“　’1

プラニング／医療扶助の計画的受給）とを合わせた形で発展した法分野である。

　現在高齢者法はt人生の後期を計画する際に役立つ法分野に発展している。’

なお，「医療関係法」および「所得と資産の保護と維持関係」にかかわる法分

野であり続けているが医療関係法などの具体的内容は，高齢者法が誕生した

当時とは異なるものとなっている。今日高齢者法専門の弁護士は，人生の後期

にかかわる多用な法的問題に取り組んでいる。具体的には，成年後見，高齢者

の虐待や遺棄，年齢差別，遺言や信託，年金計画，・長期ケァ計画（介護計画）t，

そしてナーシングホームでのケアの質の保障をめぐる問題などを業務内容とし

ている。　　　　㌦　．．　　　　　　’　、　　，に

　高齢者法の出現以前に高齢者に深くかかわる法分野として確立されたのは；

計画的遺産処分である。計画的遺産処分は，遺言、信託，検認剖とそれまで

呼ぱれていた法分野を総称する傘のような存在とな己た1・］。各種の法実務を反

映させたこうした動向は，その他の法分野でもあった。rこの点「高齢者法」は，

既存の法分野をまとめた分野の呼称である上に，新しい業務を弁護士が開拓し

た際に，新業務の属する領域を定義付けうる呼称ともなρている。「高齢者法」
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という用語は，既存の法分野，および従来なかった法実務の創出を促す法分野

の双方を指す集合的な呼称なのである。

　アメリカでは，新しい法分野が，実務の変遷を反映して発達している。「高

齢者法」と呼ばれる法分野も，高齢者をめぐるニーズの変遷に実務家や研究者

が反応し確立されていったeそして21世紀になると，その存在は広く｝般的

に認知されるようになoた。次に，高齢者法の形成史をより詳細に説明するこ

とにより，高齢者という集団に着目して固有の法的支援を行っていった背景を

明らかにLたい。

三．’

w諶ﾒ法形成史

　高齢者法の発展は，第一に，高齢者の数およびその相対的な財産の増大に起

因している。こうした明白な要因に加えて，高齢者法の出現は，二つの社会的

な力の収束に負うところが大きい。それは，高齢者法と今日呼ばれる業務領域

を編みだそうとした弁護士の要望，、およびそれと同時期に見られた，、高齢者と

法をめぐる学問的関心の高まりである1，5）。

’1・．実務のニーズ

　1980年代前半には，未だ「高齢者法」という用語を使用する実務i家はいなかっ

た。それが今日では，自らを高齢者法専門の弁護士と称する者が増加しつっあ

る上に，こうした弁護士が集まる組織も存在究る。、1988年に結成された全国

　　　　　　　　　｝
高齢者法弁護士会，通称NAEEAであるIG）eこの変化の要因としては，主に，

弁護士数の急増，弁議士業務への女性の流入17］，専門分化の促進と受容Is），高

齢者をとりまく法制度の変遷r高齢者の実数増，1並びにその法的ニーズの増大

および複雑化が指摘されている19｝。
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　（1）専門分化の促進

　1990年，アメリカの弁護士の数は72万人強となった。1970年の35万5千

人と比較Lた場合20年閲で2倍以上増加した；とになる四ごそして’数の

増加が理由のすべてではないものの，多くの弁護士が経済難に陥った。ここで

弁護士として生計を立ててゆくための戦略のbが，専門分化だった・専門分

化は決して新しい対応策ではなかったものの，専門分化を促進した，）それまで

とは異なる時代の変化が存在した。　　一．・‥

　まず業務量の増加や仕事内容の複雑化から21），一人の弁護士が依頼人のあら

ゆる要求に対応するのが困難となり，その業務を専門によって絞ってvSった。

また，都市にある大型の弁誰士事務所が専門分化を押レ進め．付加価値のある

専門知識をもつ弁護士に，より高給を支払うようになった。

　「広告」をめぐる規制の変化も弁護士め専門分化に加担じたve）。自らが問題

解決の適任者であることをアピールする上で，’当該分野の「専門家」どいう宣

’伝文句は効果的だったかちである。専門の弁護士に相談したいと顧客が考える

ようになったのは，専門家の存在を宣伝した広告の出現によるところが大きい

と指摘されているee）　6高齢者法専門の弁護士であるとの宣伝は，比較的多くの

顧客の注iを引きつけた。さらに，高齢者法の弁護士にとって，宣伝の効果は

他分野の弁護士より決定的である。高齢者法専門の弁誰士は，企業や会計士と

いった他者からの紹介が業務の中心を占めるタイプめ弁護士とは異なり，直接

接触してくる高齢者や家族を対象とすることが多いからである。∫

　顧問弁護士をもたず日』常的に弁護士を必要としない個k人が，特定の専門的

な問題を抱えたために，関連法を熟知する弁護士を探じた・。例えば，高額なナー

シングホrムへ入居する際にメディケイドを受給したいと考える者が増加した

ものの，伝統的な計画的遣産処分を行う弁護士は，メディザイ，ドめ受給資格を

得る際に必要な知識を十分に持ち合わせていなかった。そこで，相対的に数め

少なかった高齢者法の知識をもつ弁護士が注目された。こうしたニーズをもつ

顧客を獲得する上で専門性を顕示する宣伝の効果は高かったのである。

鵠
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　（2）計画的遺産処分（Estate　iPlaiining）から高齢者法へ

　弁護士の業務内容は，依頼人の需要に応じて変遷する。高齢者法め弁護士を

必要とする依頼人の増加は，この分野の発展を説明する根拠の一つといえようe

同時に，関連分野における顧客の減少も，高齢者法の実務の拡大に寄与した。

とりわけ11976年に連邦遺産税別）の申請が劇的に減少し，計画的遺産処分をめ

ぐる状況が変わったことの影響は大きい。　　　　　　　、　L．、　　　’．

　1916年の連邦遺産税，1932年の連邦贈与税丁（gifti／tax）が導入される前は，

遺言の起草が弁護士の主要な業務であった。複雑な信託の問題などがない限り∵

大抵め弁護士はその仕事をこなせた。しかし連邦避産・贈与税の創設とともに，

より専門的な知識が必要となり，遺産税の専門家が誕生し，とりわけ1950年

代に増大した。さらに，対象財産の管理業務も加わll　，「計画的遺産処分」と

いう領域が生まれ，計画的遣産処分を専門とする弁謹士が出現した。

　ところがその後．1976年の税制改革法が，連邦遺産税の対象となる財産を

著しく減少させた。同法は統合資産移転税を創設し、、60万ドル相当の単一統

合税額控除が，生涯額3万ドルの贈与税控除と，6万ドルの遺産税控除に取ら

て代わった却。6∪万ドルの譲渡まで連邦遺産税が課せられないために，多ぐ

の資産は連邦資産税の対象外となった。こう1して配偶者控除と生存配偶者に対’

する信託の利用によって，財産が120万ドルより少ない夫婦は，連邦遺産税を

回避できることになった26］。　　　　　　　　　　　　　・　”L、，・

　この1976一年の税制改革法の影響により，計画的遺産処分を専門とする弁護

士に対するニーズが急速に減少した27｝。さらに言保険業者，1』会計士，・ファ，イナ

シシャル・プランナー（融資アドバイサー）といった法曹以外の職種との競争

にも、弁護士は直面したeまた，相続関係の一般手続をとらずに移転しうる資

産割合も増加し，計画的遺産処分の意義を失わせていった。普通預金，定期預金，

投資信託，生前信託，生命保険，および私的年金プランにおける共有財産の設

定，並びに個人退職勘定ZG）において死亡時受取人の指定が可能となり、多く

の人にとって．　Ll遺言で処分する財産は縮小した。　　　　　　’　．一［
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　こうして計画的遺産処分を仕事とした際の利益が減少し．より広い領域に業

務を拡大する弁護士が増えた。その対象の一・bとなったのが高齢者法である盟）。

自らを高齢者法専門の弁護士と称した者は，高齢者に幅広い法的支援を提供す

る一一環として，財産管理の仕事も行った。そこで，依頼人の資産移転問題の解

決に加えて，各種のメニューを提供し，長期ケアの支払い，年金計画，1医療に

おける意思決定，老後の住宅の手配をめぐる問題なども取り扱った。　．’

　このほか，遺言をめぐる状況の変化も，高齢者法を業務内容とする弁護士を

増やした。遺書の起草は，その検認を行ってこそ，利益を得ることができるも

のであるeところが，十分な報酬を弁護士に保障していた検認の固定料金が，

反トラスト法に違反すると判断され四，交渉により料金が決められることと

なった。また裁半目所は，弁護士料の妥当性を示すよう求め．顧客も弁護士を選

ぶ際に料金に注目するようになり，安易な料金設定ができなくなった。さらに，

退職とともに温暖な地方に引っ越すなど，依頼人が転居する場合も増え，遺言

を起草した弁護士から離れた所で依頼人が死亡するようになo：た。そこで，遺

言を起草し検認により利益を上げるという，古くからある業務スタイルが機能

しにくくなっていった。今日の弁護士にはt遣言の作成を依頼してきた顧客に，

高齢者法にかかわる追加の法的支援を販売する必要がでてきたわけで南る。

　（3）　心理的要因

　高齢者法は．お金儲のみならず，人助けとなる仕事に携わるこ鑑の可能な専

門分野と捉えられやすく，弁護士の倫理観や就業意欲をかき立てやすVl。’企業

などの組織よりも，血の通った個人と向き合いたい弁護士には最適である。高

齢，最愛の者の死，健康の衰え，自らの死といった人の基本的な営みから生じ

る個人の法的問題を解決する領域だからである。例えば、保健医療・1）に関す

る事前の指示（advanced盛e函ve），、ないしは継続的効力をもつ委任状，鋤、の作

成による，依頼人の将来に対する心配の除去がそうした業務にあたる。一

　こうLた高齢者法の拡大は，ベビーブーマーの弁護士が熟年期に達した年代
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と重なるが，これは偶然ではない。1960年代に急進的理想主義の先例を受け

たベビープーマーの多くは，社会改革の道具として法律に関心をもった。．法の

実務はその理想とかけ離れたものだと感じた弁謹士にとって，高齢者法は良い

ことをしながら生活の糧を得られる領域と見えた。v高齢者法の実務では，，中産

階級および労働者階級の依頼人の支援をすることが多い点も，・こうした弁護士

を満足させている。貧困法を専門としていた弁護士の多くが，Lとりわけメ．ディ、

ケイドをめぐる知識を活かして，高齢者法に参入した33｝。

　また比較的新しい領域である高齢者法は，知識を増やせば活躍できる局面も

あるのではと，経験の浅い弁護士を惹きつけている。そして，保守的な伝統領

域よりも女性が参入しやすいからかS4），訴訟よりも法律相談が多いからか，1急

増する女性弁護士も惹きつけている35｝。さらに，看護師，ソーシャルワーカー，

医師，株式仲介人などのキャリアを持ち，第二の職業として法曹を選択した人

からも注目されている。例えば医療における意思決定では，看護師や医師とし

ての弁護士以前の職業経験が生かされることになる。　　・t　　I1－

’以上のような実務の状況と，高齢化の進展や法的支援を求める高齢者のFi：

ズの増大により，高齢者法は一つの法分野として認知されていったCiそして．

高齢者の法的問題をめぐる学界の関心の高まりが，この傾向を促進した。．㍉“・・

12．．学界の状況　　．　　　　　’　∴　　一　　　　　　　　　　　｛

、．（1プ関心の高ま一り　　　　‘1　－　　　、　　　　　　　　　　L－，

　アメリカの法学研究者は，研究分野の厳格なグループ化を疑問視する傾向に

あるe例えば，わが国や大陸法の伝統をもつ国々とは異なり，私法，公法，社

会法という形で，自らの研究を分類することもない。大きなロ庁スクールであっ

ても輌’各講義科目は独立しており，分野ごとに講座などが分かれていないe．こ

うしたなかで，各研究者が専門とする研究分ee’t学界の状況は、アメリカ・ロー

スクごル協会（AA正S）の組織形態に見るこtとができる。　AAISは，各ロvスクー

ルを構成メンバーとするが，事実上は法学研究者の集合体であり，会員の知的
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関心を反映した89もの各部門から編成されている（2008年）：e）。

　このAALSにおいて，1985年．「商齢と法（Aging　and　the　Law）」部門が創

設された。他の部門では，．高齢者にかかわる問題を十分に取り上げることが出

来ないと考えた研究者が立ち上げたのである。従来，関連部門には，ニーズに

着目した分野である「贈与的譲渡（Dotiative　Transfers）」や「受託者と計画的

遺産処分（Fiduciaries　ai）d　Estate　Planning）」などがあった。しかL；対象とな

るニーズではなく，高齢者という世代に焦点をあてた部門の必要性を感じた研

究者を満足させるものではなかった。「高齢と法」部門の組織化と発展は，高

齢者をめぐる諸問題に注目する法学研究者の視点を示している。高齢者にかか

わる法的問題を取り上げる研究の増加も，学界の閏心の高まりを示すものであ

る37）。　　　　　　　　　　　　　　　・　七　　　　　1言

　（2）研究方法と対象の変化

　AAISでの「高齢と法」部門の創設はt法の社会科学という側面を強調する，

法学教育をめぐる潮流に乗ったものでもあるSS）。社会科学的アプローチに対す

る法学者の関心の高まりは，1930年代のリーガル・リアリズム運動にまで遡

ることができる。り一ガル・リアリズム論者による伝統的な法学教育への批判

も手伝い，研究者は研究室から出て，実態調査を行った。そしてロースクール

においても，伝統的な学問領域とは異なる新しい科目が発展した已「法と社会⊥

「法とコンピューダ」といった，「法と『』」と題する科目が出現したeこれは，

法学研究に深みをもたせるために，経済学や社会学など他領域の研究も重要で

あるという認識の増加，および形式主義的な法理よりも，人聞の行動や組織め、

実態に即した法学研究への欲求を反映している。　　’　　・．’　　　・∵’

　こうした傾向のなかで，r研究者の関心を集めたのが家族法である。一　1960年

代まではt家族法は離婚などを扱うだけの領域であると捉えられ∴注目する研

究者は少なかった。・しかし，家族の役割や人の基本的価値への法の影響といっ

た，より広範囲の社会的問題を取り扱うようになり，家族法は新しい局面を迎
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えた。同様に，特定の集団をめぐる法的問題に対処する少年法や児童の保護に

特化した法も発展した。高齢者法の出現は，「法と『」」科目への関心の延長

線上にあり；とりわけ家族法の人気や，特定の集団に着目する法の発展と結び

付いている。

　消費者保護法や貧困法は，依頼人のニーズに即した法学研究の分類化に寄与

したという点で，高齢者法の誕生を導いた。これらの法分野は、L一法の体系から．

法の範囲を定めず，特定の集団に影響を与える法的問題を，包括的にとりまと

めて扱うという特徴がある。

　また高齢者法は，広範囲の問題を検証することから，細かい法の説明よりも

法の概念化に力点をおく公共政策の一部と位置づける研究者もいる。条文や判L

例のみならずt老年学，社会学：公共財政学，、経済学といった法以外の学問分

野をも参照しなければならない学際的なアプローチは，競合する幅広い価値の

なかで法も機能すると捉える研究者を惹きつけている。

　さらに高齢者法は，1960年代以降のロrスクごルのカリキaラムを劇的に

変化させた，臨床的法学教育（クリ．4ック）に適している39）。高齢者法クリニッ

クには、意思無能力をめぐる問題に専念するものt“メディ、ケイドをilぐる問題

に焦点をあてたものなどがある。クリニックは，学生による無料の法律相談と．・

いう形で，依頼人の具体的問題を処理しながら実践的な法の適里方法を学ぶ科

目である。無料の法律相談を行うために，一般的な弁護士業務と競合しないよ

う，対象を貧困者に限定することが多い。そこで貧困者の多い高齢者ぱクリヨ

ニックに適した素材を’ふんだんに提供している。∴、・　　、　　　　　∴

　このように法学の研究分野は，今日の法学教育の基礎を築いたラングデル
　　　　　　　　　Ll
（Christopher　C㎞gden）の時代，すなわち一九世紀の終わりに分類された伝

統的な教義上の区分に比べて，1950年代以降，大幅に拡張されてきた。法学

の研究が，形式主義から離れて社会の現実的な問題を課題としてきた傾向の促

進に，高齢者法の研究も寄与した。

娼
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　（3）研究対象となった高齢者

　このように．高齢者にかかわる法律問」を解決してゆく二rズが’時代とと

もに高まっていった。そして専門分化を促進した弁誰士業務をめぐる社会や法

制度の変容が，実務における高齢者法の必要性を高めた。弁護士実務の動向が

法学の新分野構築に反映されるアメリカでは，高齢者法という分野が創設され

発展したわけである。また，法の社会科学という側面を重視する学界状況の変

遷なども，「高齢者」という一つの世代を対象とする学問領域の誕生に寄与した。

実務と学界双方のこの傾向は，ロースクールの講義やクリニックにおけるr高

齢者法の科目増にも反映されている。

　以上見てきたように，高齢者法は，契約法や刑事法のような特定の領域を検

証する法分野ではなく，消費者法や貧困者法のような，特定の集団に影響を与

える法的問題すべてを取り扱う法分野である。．さらに，消費者のような特定の

問題にかかわる集団ではなく　，’家族や少年のような，問題領域とは切り離され

た要素によって区分され．た特定の集団や個人をめぐる学問である。こうして独

立した法学研究の対象として抽出された「高齢者」という一つの世代を研究す

る高齢者法の概略をt’L次に高齢者法の教科書から検証してゆく。

三．高齢者法の全体像

（1）高齢者法の教科書　、一　　　　　・∴∵
高齢者法の全体像の概略は，高齢者法の教科書40）の目次に見ることができ

る41）。　　　　　　　　　　」

　高齢者法のケースブックの内容を概観すると；第一章「高齢入口≒二÷法古

の挑戦」は，序章として，高齢者の特徴や高齢者特有の法理論を概観している。

第二章「倫理問題と法的支援」では，高齢の顧客が他とは異な1る点について説

明し，弁護士が高齢者を支援する際に留意すべき点を挙げている。わが国でも

注目されている，「雇用における年齢差別」について詳細に取り扱うのが第三
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章である。第四章「所得保障」・では，高齢者の所得を支えるt公的年金，補足

的所得保障，私的年金などを解説している。第五章「医療保障」は，メディケ

ア（高齢者・障害者医療保険制度）や民間の健康保険を究明するものである。

ナーシングホームや在宅での長期ケアの支払方法や課題は、第六章「長期ケア

（介護保障）」で考察している。第七章「住宅保障」は，わが国では未だ固有の

領域として研究されることの少ない住宅保障に関する章であるもわが国でほ民

事法の対象となっている成年後見制度も，第八章「後見」1で検証されている。

計画的遺産処分から発展した高齢者法は，第九章を「財産管理」にあてている。

そして第十章は、わが国では医事法の領域でもある「医療における意思決定」，

第十一章は，高齢者をめぐって深刻化する「高齢者虐待，遺棄，犯罪」につ畦

て取り上げている。

　（2）教科書にみる高齢者法の特徴

　次に，高齢者法の特徴を灸り出すという視点から，再度教科書の構成を分析

してみる。高齢者法の教科書は，高齢社会をめぐる問題状況や法的課題をまと

めた総論を第一章におき，、ここで，世代間正義や高齢者の権利といった，高齢

者特有の法理論を探っている。高齢者に焦点をあてた研究分野であるからこそ，L

こうした総論が可能となる。そして，高齢者を対象とする実務に資する内容を

第二章に言己載している。教科書の初めに，高齢の顧客に対処する際の弁護士の

留意点を記載している点は，高齢者法が実務に即した法分野であることを示す

ものといえよう。そして，働ける人，1自立しうる入は働くという自助の精神が

強いアメリカである。まず雇用における年齢差別を第三章で検証しているti

　わが国では社会保障法の領域となる年金，医療介護保障については、第四

章から第六章で検討している。社会保障のなかでは，、第一に公的年金制度を解

説しており（第四章）、高齢者の自立にとって所得保障は必須であること，そ

してアメリカ人にとって公的年金制度が重要であることを確認できる。医療保

障を考察する第五章は，教科書のなかでも，最もページ数を割いた章となって
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いる。メディケアをはじめとする医療保障の研究が，高齢者法の研究においで

占める割合を反映したものといえよう。長期ケア（介誕保障）についでは第六

章で，財源に加えて質の保障をめぐる課題を検証している。高齢者ケアは．財

源確保のみでは保障されない領域なのである。第二版から第三版に書きかえら

れる過程で，医療保障の章に割くぺ一ジ数が削られる一方，「ナーシングホー

ム契約」「ナーシングホームの質の保障をめぐる訴訟」といった節が追加され

るなど長期ケアの章の分量が増えている。アメリカにおいても高齢化に伴い介

護の問題が重要となってきている点が示唆される。　　一

　その後の章は，わが国の社会保障法学においては充分に研究されているとは

いえないが，高齢者の自立に欠かせない課題を取り上げているe、まず第七章が〉

高齢者の長期在宅生活を可能とする住宅保障である。1そして第八章から第十一

章で検討する，後見，財産管理，医療における意患決定，並びに高齢者虐待

遺棄および犯罪をめぐる問題は，わが国では民事法，医事法，そして刑事法で

扱われている領域である。いずれも，高齢者が一一ut民と・して市場において自活

するための支援を必要とする領域である。そもそも高齢者法は．前述した通りt

計画的遺産処分から発展した。第八章と第九章は，そうした高齢者法の起源と

なる領域である。’　　　　　　　－　　　　　　　　　　　1・r一　三

　このように高齢者法は，高齢者をめぐる多用な法的問題を全般的に検討し．

わが国では異なる領域において研究されている課題を横断的に考察している。

高齢者法という視角からあらゆる問題に取り組むことで．高齢者にはいかなる

保障がなぜ必要かという命題をfJ多角的観点から常に問うことが可能となって

いる。　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　－1・’．一、・　　，　．
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　1）日米法学i会には，一アメリカからは高齢者法の大家であるピッツバーグ大学のLawr．　ence　A．

　　　Frelik（テーマ：The　United　States　Approa¢h　to　Eco皿omic　Assistance　to　the　Elderly：C皿1血エra1

　　　堀ues　hl　Con伍ct），および医療保障の分野で活躍するセントルイス大学のSidney　D．　WatSon

　　　（テーマ：Health　Insurance　for　the　Elderly　in　llhe　U垣ted　States：WheロW』1飽re，　Wealth，　a皿d

　　　Markets　Clash）を招聰し．わが国からは高齢者法の研究に相応しい学際的なメンバーが集

　　　まった。社会保障の研究者としては大原利夫（閲東学院大学）が「アメリカにおける高齢

　　　者の所得保障」．錐者が「アメリカにみる‘「高齢」保障」を報告し，労働法の研究者である

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fi　　　櫻庭涼子（神戸大学戊が「アメリカにおける年齢差別禁止の法理1．憲法の研究者である尾

　　f’形健（同志社大学）が「アメリカにみる社会保障給付の権利保障「一政府給付㎏。Ψer㎜enビ

　　　benefits）と’その司法的救済をめぐる議論から」を報告した。司会｝ま社会保障法の研究者で

　　　ある品田充儀（神戸市外国語大学）および菊池馨実（早稲田大学）が担当しtコtディネー

c　　ターを筆者が務めた。詳しくは，「シンポジゥム「高齢者法にみるアメリカの社会保障」」ア

　　　メリ，力法2007÷2号（2008年掲耶～予定）参1照。・

　2）全般的に，’高齢者法に関する主要文献である高齢者法のケースプック（教科書）、撚偲魍EA．

　　　F且01』蔽Au蜘McCHR掴胤B欄阻E皿ER　L牌C旭Es　AND　M脈胴“4th　ed．2007）．一および高齢者

　　　法についてコンパクトにまとめたXAivRENcE　A．　FRouK　＆．Rc＋iARi）　L．　Kigコos．　Eu〕ERLIjw　IN　A　NuTsHEu．

　　　（4th　ed．2006）に基づくo”　　　　　1　　　　　　　　　　　　・　　　　　　，　　’　　　　：1　　　・一」

　3）山1コ浩一郎＝小島晴洋r商齢者法」（有斐閣，2002年）e本著tま．わが国の高齢者を取り巻

　　　ぐ法制度を，社会保障制度に限定せず網羅的に検証したものであり∴わが国の高齢者法研究

　　，における先駆的著作である。それ以前に高齢者をめぐる法律問題に焦点をあてたものとして

　　　は，川野正輝＝菊池高志「高齢者の法」（有斐閤，1997年）が各種の論点を検証し，問題を

　　　包括的に考察している。また．高齢者の状況や政府の施策はi内閣府（編）r高齢社会白1封（財

　　　務省印刷局）’が毎年まとめているくht印：〃www8．cao．gojp／kourei／whitepaper／index－W．htm1．〉

　，　大学での講義科目としての「高齢者法」はt筆者が2003．年から開講しているものが．わが’

　　　国での初めての試みである。筆者は，2007年からコ㎏in宮and　Law”という，主に途上国の

　、．、一、学生を対象とした英語による講義も開講しているピ、　　　　　　　　　　　　　、

　　4）．横浜国立大学のロースクニルでは，こうした横浜弁護士会の協力を得てゴ弁護士による「実

　　　．務高齢者・障害者問題」4いう科目を2004年以降開講している。　・

　　5）2007年にも，「地域で安心して暮らすためのヒント～権利侵害ゼロを目指して～」というテー

　　．，、マの下で，第5回の集いが開かれた。日弁連，閏弁蓮，マ横浜弁護士会が主催し唱’神奈川県，

　　一．横浜市健康福祉局，川崎市，神奈川県社会福祉協識会が共催し．全国から約440名の弁護士，

　　　　　　　　　　1］
　　　市民，福祉閲係者が参加した。　　　　　　　　　　∵　　　’　　　　・．

　　6）輿石弁護士が参加する成年後見制度情報交換会では，各団体が成年後見に閲する情報を提供

　　t・、三するとともに，市役所や社協のかかえている具体的事案についてケース検討が行われてきた。

　　　、・他方虐待問題に全国のなかでも先進的に取り組んでいる横須賀市は．2001年に「高齢者

　　　　虐待防止ネvトワーク事業」を立ち上げ，2003年には金沢市とともに国のモデル事業地に

　　　　選ばれた。市の長寿社会課にある「高齢者虐待防止センター」は．必要に応じて弁護士．医

　　　一師，警察なども参加したネ・Mトワークミーテtングを開催し，虐待に対応してきた。また難
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　　しい事例は，成年後見胴度情報交換会の事例検肘の対象とし，各専門家の意見を求めてきた。

7）以下，Froliki　Ime　De陀1qρ鯨弼国ばαf勘凌r島耽酷』o繭1飽戊ρec酌葛1EI」⊃印LJ．，1（1993）

　　and　Frollk，11｝e　Deveioping洞1eld　of五Eider」rLnw」？edUt　Ten　YearSIAtteir，10　El」〕ER　LJら1（2002）

　　参照。工993年薗文は，描齢者法の形成史に力点を置・いたも1のであり，・2002年の論文は，93

　　年胎文執錐時から10年たったことを契機に，・10年間の動向や今日・における高齢者法の内容

　　について具体的に説明したものである。

8）発展途中である高齢者法という法分野においては，「高齢者法」を表記する英語も，未だ定
　　　　　　　　　　　　　　t　　まっていない。“Elder・lave”’なv・しは’Elderlaw触のいずれの用語を使用するopps．共通了

　　解があるわけではない。全国高齢者法弁護士会（NAEIA／National，　Academy．Of　Elder　Law

　　Attorneys）や多くめ著作は，“Elder．lawrrという用語を採用している’（FROUK＆BNugEs，　supra

　　note　2；　and　FRouK　＆　・Kha，uuQ，　s卯m　note　2），HEIderla耐という合成語へのこだわりも依然と

　　’Lて存在するが，“Elder’law’の採用の増加とともに減少しつつある（前述したLANvRENCE＆

　　AusoNのケースプックの沓名は，第2版まで，　EmE腿wであった）。・また何人かの著者は，

　　’agin9’という用簡を採用しているてP剛R　S皿U5S　Er凪AGING州D柑E蝋Ψ（1990）参照）。他方，

　　高齢の依頼人を補佐する方法を弁護士に助言する本のいくつかは．relderiy！という用語を

　　使用している（LAwRENcE　A　・FkouK　＆・　MEussA・BnowN、ADmslNG　IHE　ELbERLy　oRDIslLBLEb’　CuENT（1992）；

　　Jo｝INJ．　REG耐．　Ttvc，　ESTATE＆FINtUgCULL　PLANNING　FoRleAE　Emslify（1993）参照）。アメ’リカ’自由人権協

　　会（Alhe□c訓Civil　Libe而es　Unibn）が助成した本は，”糾01de｝l　perso皿s”’，を使用する（RoliSrr

　　N．　．BRowu　er　al；，　THE’koms　oF　Omtm　kRsoNS’（1979）参照）。’さ1らに，アメリカ’・ロr一スクール協

　　会（AALS／Association　ofAmericari　’Law　Schools）には，高齢者をめぐる問題を専門とする

　　部門があるが，その名称は掴Aging　and・LaW”である。同一の著者であっても各種の用語を

　　’使い分けており，名称の統一には，未だ時聞がかかりそうである6

9）高齢者のための強力な回ピー団体である，アメリカ退職者協会（AARP’・／Amer三can

　　Asso　eiation’　of　Retired　PetSons）には，50歳から加禾できる。r日本労働者協同組合連合会【AARP

　　の挑戦一テメリカの巨大高齢者NPO」（シーアンドシーL出版，1997年）36頁e

le）定年年齢（酬退職年齢）は・年齢差別禁止法pm〕M／d9・Pise・imi・titi・n垣Emp1・ym・nt

　　Act）によって廃止される以前は1しばしぼ65歳に設定さ’れていた6そこで65歳が，労働者

　　の退職年齢とみなされていた。定年制度の廃止により，・年齢を高齢期への入り口として捉

　　える状況が多少減少しつつあるe　　　　・　　一　　一　r．

11｝2000　4より．満額の公的退馳年金を受給し・うる支給開始年齢，（完全退職年齢）が65歳か

　　ら徐寿に引き上げられており’，最終的には（2022年までに）67歳に引き上げられる予定で

　　ある。42US．C．S，§416m（1）（耳）（2008）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

」2）Estate　Pla皿ning（計画的遺産処分／財産管理）：．，　va言法，相続法、、物件法信託法；家族法，

　　税法，保険法等といった諸種の法制度を総合的た勘案して、財産を有する者（またはその弁

　　護士）カf，老後や死亡にそなえて財産の管理や処分を検討し，その具体案を探ること。また

　　はこのために上述の諸法を総合的に把握する，法の一つの分野。田中英夫「英米法辞典i（東

　　京大学出版会，1991年）309頁参照。

13）検認｛Prob且te）：「法定の方式に従って遣言能力のある遺言者によrコて作歳された遺言とし
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　　　　て証明され，裁判所によって確定されるご．と。ま：だはそめような遺言であるか．どうか，その

　　　・有効・無効を確定する手続。」田中、L：前掲書（註12）．668頁。・、　”　　：11”

　　14）“Estate　Pla皿ing’という用語がいつOP－一一般的に使用される，ようになったかは定かではないが，

　　　　次の著名な本が出た1953年には確立されていたといえよう。」蝋岱AC酬江E蹴皿P幡蝋［L

　　　　Cmses　Ststhts　Tincr，　whD・OTHER　MATEniAis（1953）．　”　・1

　　15）1全般的に；Frolik（1993），Sup｝a　note　7，　at　418以下参隠　　　　　’　・”　　・‘

　　16）NAELAには2000人を超える会員がおり，本部はアリゾナ州トゥーゾンにある。・

　　17）回：Lスクールへの女性の進学率は．．1970年の8．6％から11991年には42‘5％に上昇Lた。弁　．

　　　・護士に占める女性あ割合は，1970年に’は2．8％であったのに対し，19畠8年には30％に上昇し

　　　・た。A）vtERICAN　BARAss’N，］［却江EDuc頗δ日州D　P舶眠10NAL　DEvElo蘭E耐一舳EDO迎wbN凡Co肝1NuuM，

　　　　RErORt　oFtVE「DsKFoRcE　oN　L｛輌S聞ool且AND頂｛EPRoF由sloN：N拙亘oM田GfHE　GAp　18，20（1’992）．

　　18）’Id．：at　41」46．　　　　　・　　”　　　　　，　．　　　・’　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　19）Frolik（1993），supra　note　7，　at　418．

　・1’20）’弁護士の人口比率は・，1970年の1対572人から1990年の1対320人に上昇じだ。なお．高

　’・、凸齢者法の弁護士は：HPくhttPl〃〈画c㎞1av呼eじcO苗／Elder』whtm＞で探すことができる。

　　21）例えば1974年め被用者退職所得保障法（ERISA／Eihploye’e’　Re’tireihent・　lncerne　Security　・

　　　　Act）は，業務内容を複雑化したe　　　　　　、　　　　　・．　　』∵r’　c　l』

　　22）弁護士の広告に対する州の規制は，Bates立S胤e　B訂o£A血ona，433　UIS．350口977）によっ

　　　　七無効とな’1った6　・　　”　．　’　　　　4　　　　　　』’，　　、　　　　　一

　’123）Frolilg（1993），supra皿ote　7，・　at　418．　　　　　，　　・　　　　：　　　．　　　　』∵1　二　　　．：

　・24）遥産税（Estate　t認）：「人が死亡した場合の遺産に課さ’れゐ租税であり，Lわが国の相続税に

　　　　相応する。」田中・前掲番｛註12）309　一一　310頁∂．’　　　一’．　・’　　j－

　　　　　　　　　　N　　・25）IiRC．§2001（c）∴統合資産移転税（un近ed廿ansfertax），・単一統合税額控除（言in宜1e・utihied　、

　　．・’・credit；）、この他，　LRC．・（lntemal　Revenue　Code／内国歳入法典）2056条に基づく・，配偶者　　．

’　　1控除i；（i’　arita1　dedacfion）があるd連邦遣産税の対象どなる資産は，1981年の経済再生税法

　　　　（Econo血ic　Recovery　Tax　Act）によってさらに減少した。同法1は，配偶者控除の対象となる

　　　　配偶者への財産譲渡の類型を拡張したeJoHN　R　prucE，．PrueC’dN’Co：cEMpoRARt．EsfATE　Puu｛NING　100

　　　　（1992｝　：”：－1．　　　1”　　．　　『　　　』・」・・一　　　　一　　　’

　．26）．　”1986・¢．には150・万ドルを越す’総資産を持う被相続人しは僅か22％であり、’i％ないしは

　　　　22，eOO人の被相続人のみカ『・連邦遺産税の支払い責任を負づた』Byrle・M．　Abbin，凸e」貼媚cs

・・r
@ロf丑atsiet’　TaXatio皿or陥励加g　5畑耀已亘㎎蝸百e』≒1宮血乎oロe加α泥曙鶴25｛N鯉ON　ESr．・

　　　・’］？LAN；4二1i　4■5（ig91）：　，’，　＾L．・　”・1　’　　　　　”　　　　　　、　　　　　‘1

　・27）今日，W口の上位・1％がデメリカの富の25％から40％を所持している。こうした集団にお

　　　　ける計画的遺産処分のニー　J．Xは存続しているものの，必要とされる弁護士の数は限られてい

　　　　る。J，Tho㎞aS　IEuba血k，　A．D．2001：　dState　Planning　in　the、Fu血tre；　t21　INstT．’oN　Esr．　PしAN：・　20－1，203

　　　．（1987）；］ohn’Langbeia，　LTaltiOg・a・Look　’at　the　PluseS　aロd　’Minusεs　af　the　RtaCticei　T凡＆’E註，10

　　　　（DC｝c．ユ989）．’　　人　・　　　　　　　　　．　　・’　　・　　　　　1　　　　　　　　　1　　ト’

　　28）’個人退職勘定（indiVidtial　Retireme’ittAeco皿t）：「癒々の税制上め特典を受ける年金プランに

49
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　　　劇nしてu｛な嘲人融立蝶者の退職用徽奨励のために．vam者退職所得保lgw（ERISA）

　　　により股けられた制度。この勘定に現金で支払われた額が課税対象から控除可能となる。」

　　　田中・前掲書（註12）．440－441頁。

　29）人生設計に比諏をおくといった形で，計画的避産処分の領城を再構築する可能性について論

　　　じた者もいる直PeterJ，　Strau’9s，　Eldertaw’in　the．　Ninetiesi　1・　Es」〕ER　LJ．，　19（1993）．

　30）弁護士会によって公表されていた最低料金が無効と判断された。・Goldfarb仏Virginia　State

　　　Bar，421　U．S．．773（1975）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，’　　　　　　　　　　　n・

　31），“health　care’の訳語として，「医療」や「保健医療」，がある。また，“home・health　care”と

　　　なると，「在宅健‘II管理」と訳されることもあるeアメリカで：health　care’という用語は・

　　　医療を指す貢葉．医療のみならず介護やPtME管理をも含む言葉．健康管理を指す言葉．およ

　　　び健康管理に加えて看護を含む言葉・といったように，多様な意味合いで使用されている。そ

　　　こで本稿では，その局面ごとの意味を反映して“health　carerという用語を訳すこととし．「保

　　　健医療ケア⊥「医療」，「保健医療」などと訳し分けた。　　．．；

32）［本撫能力の場合もユ繊的劫力をもつ委任状｛D・・able・P・wer－・f・tt・mey）・随常の

　　　power　’of　attorney（委任状）は．本入が無能力となった場合には失効するのが原則であるた

　　　め，そのような場合の財産管理等を，信頼する依頼人に委ねる方法として用いられる委任状。1

　　　田中・前掲書（註12）282－283頁。　　　　　　　’

　33）　Froli］k（1993），s」vpra　note　7，　at　16；and　Frolik（2000），s叫ρfヨno艮…7，　n：2…　　　　　　　　　　　　　’　　・

　34）当時の，全国高齢者法弁誰士会（NAELA）’における女性理事の割合（女性7人，男性8人）

　　　と．アメリカ法律家協会（ABA／American　Bar　Assoeiation）の不動産・検認・r信託委員会

　　　（Real　．Property，　Probate．and　Trust　CouncU）におけ冶割合’（女性9人．男tr　16人）．は，この

　　　傾向を示すものである｛1992年）。　．’　・　　　　　　　　　　　　J・　・　ny／　一．…

　35）訴訟を専門とする仕事よりも時間を1自由に使いやすい点もt高齢者法の魅力かもしれない。

　　　論者によっては，女性は男性．よりも，高齢者法に不可欠な仲裁，相談，交渉といった手腕

　　　に長けているとする。一般的に男女の才能の差異について．生来女性は滋養的（皿urturers）

　　　であり男性は闘争的とする．CAReL　Glu』GAN，　IN　A　DiFFEREtti’　VeicE－P訂cHoLoGlc乱THEoRY州D

　　　”W70MEt9’　s　DEvELoPM£NT’（1982）参照。　　　　　　　　〉＿　　　　　　　、

　36）いくつもの部門（セクション）に参加できる。部門の数ほ増殖し，専門分化が進んでいる。

　　　AALS／　AssoCiation　ofA血erican　I』［w・Schools＜http：／〆ww吼aals，org／services＿sections・php・＞

　37）Susan　，McGlamery　et　al．，θ郡伽刷o宮y釦㎡曲θ1ヨ耽」45已』ecτed丑苗五綱p畑19S690　UPdate，

　　　64S．　C且』」LREv．1677（1991）；・Pauline　M．　Aranas　et　aLi　Ga［entoiogy　and　the　Lavte　A　’Sdlected

　　　BibfiegrephM　19Sφ一85　Update，　60　S，’CAr．　L．　Rmt．899　（198η；Leonette　Williams，・　Gerontelogy　an　Cl

　　　the　La’，te　A」selected」BibfiogTtapbM　1982es　Update，57　S．　CAt・．　L・REV．　633（1984）；　Joln　Hasko　et

　　　al．，61erontology　and　the　La“eA・　Sヒlected　Bibb’ogTephM　56’S・　CAz－　L’．・REv：291（1982）・

　38）Note，　Modern・Trends　in　Legal　Eduαrtion，64　C脳M工．REV．’　710，724、27i（1964）．

　3g）臨床的法学教育（Clinical．legal・．edtication）・：「学生に現実の法的問題の処理にタッ’チさせるこ

　　　　とにょり，法律家としての技丑の向上と実体法の理解の深化をはかるために設けられた。セ

　　　　ミナーと実習か・らなる。」，田中・前掲書一（註12）153頁。“ClinicHと呼ぼれるこの科目を，
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　　本稿でも「クリニック」と訳すことにする。クリニックは，教育経費の助成を得やすいといっ

　　た理由から．ロースクールの経営面からも支持されている。

40）FROUK＆B酬田鉗p偲note　2参照。アメリカのロースクールで使用する教科書の中心は，ケー

　　スプックである。FRouK＆BARNESのケースブックは，高齢者法についての第一の基本番とい

　　えるケースプックである。　　　　　　　　　　　　’

41）高mx法のケースプ・ク調次は．具醐には次のようになっている・’なお㌧教榊全体に

　　おける各章の此重を見る際の参考として，それぞれの章に割かれているページ数を挙げてお

　　く。節（見出し）の多さは必ずしも内容の密度を反映してはおらずt例えば「医療保障」に　　．

　　関する第五章は，節の数こそ少ない1ものの，内容は充実している。

　　第一章一高齢人ロー法への挑戦　（37頁）

　　　　A．序論
　　　　B．誰が高齢者であるか
　　　　C．統計にみる高齢者

　　　　D．85歳以上人口の増大
　　　　E．性別による高齢の形態　　　　　　．　’　／　　　　　’　　　　　c

　　　　F、人種による高齢の形態

　　　　G．依存剖合
　　　　H．老化の肉体的形響
　　　　1．法への挑戦一高齢者特有の事惜　　　　一　’t

　　　　J．対立する価値一自立対保護
　　　　K．世代間正義
　　　　L．年齢差別　　　、

　　　　M．給付に対する高齢者の権利
　　　　N，エイジズムと自己決定
　　第二章　倫理問題と法的支援　（47頁）　　　　　　　　－

　　　　A．高齢者の法的ニーズ
　　　　B．高齢者法をめぐる実務
　　　　C．高齢の依頼者の法律相談　　　　　　　　　　　　．・

　　　　D．高齢の依頼者にかかわる弁護士の倫理問題

　　　　E．調停と高齢の依頼者
　　　　F．意思能力に疑問のある依頼人　　　　　　　　　　　　一

　　　　G．法律扶助
　「第三章　雇用における年齢差別　（66頁）

　　　　A．立法史　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　B．憲法による解決の失敗
　　　　C．保護対象者　　　　　　　　　　　　　　　∴、

　　　　D．例外
　’　　E．採用差別の事例の立証
　　　　F．年齢差別による解雇の立証

　　　　G．人員削減
　　　　H，差別的インパクト（D　isparate　I　mpact）　　　　－
　　　　　1．年齢以外の合理的な要素（RFOA／Reasonable　F　actor　O出er　Than　A　ge）抗弁

　　　　　」．真正な職業資格｛BFOQ／The　B　ona　F　ide　Occupational　Qualiticatign）の例外

　　　　K．従業員福利制度の抗弁
　　　　　L．自発的な早期退職プラン　　　　　　　　　　　　　　・・、

　　　　M．権利放棄と義務の免除

　　　　N．実施手続
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　　　　O．救済方法
　　　　P．州法上の救済

　第四章　所得保障　（62頁）

　　　　A．公的年金一一過去と現在

　　　　B．公的年金に関する社会の態度　一

　　　　C，改革案
　　　　D，性別問題

　　　　E、人租問題

　　　　F．他の公的年金制度

　　　　G．補足的所得保障（SSD

　　　　H．私的年金　　　　1
　　　　1．被用者退職所得保障法（ERISA）の要件
　　第五章　　医療保障　　（97頁）

　　　　A．医療政策序説

　　　　B．政府の医療保障
　　　　C．民間の医療保険給付

　　　　D．質の保陳
　　　　E．医療費の支払い一詐欺と濫用
　　第六章　長期ケア（介護保障）　（87頁）

　　　　A．長期ケア概観
　　　　B．合衆国外での長期ケア

　　　　C．長期ケアの支払い

　　　　D．メディケイド
　　　　E．’適切なケアと質の保障

　　　　F．ナーaシングホームの質の保障

　　　　G．ナーシングホーム契約

　　　　H．ナーシングホームの質の保障をめぐる訴訟
　　第七章　住宅保障　（52頁）

　　　　A，序説
』』@　　B．住居選択に向けた計画
　　　　C．適所での老化
　　　　D．高齢者住宅　　　　　　　　‘

　　　　E．支援付住宅
　　　　F．居住支援と法律上の制約

　　　　G，政府が輔助金を支給する高齢者住宅
　　第八章　後見　（69頁）

　　　　A高齢者をめぐる後見の需要
　　　　B．後見法の発展
　　　　C．基本的自由と後見
　　　　D．後見手続におけるデュ・・一・プロセス

　　　　E．後見における調停

　　　　F．無能力の判定
　　　　G．後見人と被後見人の問の施限配分
　　　　H．後見人の権能の範囲　　　　　・

　　　　1．誰が後見人を勤めるべきか
　　　　J．後見人の解任と後見の終了　　　　一
　　第九章　財産管理　（23頁）

　　　　A．継続的効力をもつ委任状

　　　　B．共同所有権
　　　　C．撤回可能信託
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第十章　医療における意思決定　（84頁）

　　A，インフt一ムド・コンセントの原理
　　B．インフt一ムド・コンセントー一神話か現実か
　　C．意思能力のある患者の死ぬ権利

　　D．インプt一ムド・コンセントー精神的無能力患者
　　E，終末疾患，脳死，永続的植物状態
　　F．無能力患者のための代理意思決定一保健医療に閲する事前の指示

　　G．代理の意思決定者の任命
　　H．正式な事前の指示なしでの生命維持治療の終了

　　工．安楽死と医師の幣助による自殺
第十一“章　高齢者虐待，遺棄，犯罪　（64頁）

　　A．序説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　B．虐待と遺棄の定義
　　C．高齢者虐待の犠牲者
　　・D．高齢者を虐待した者とその理由

　　E．自己管理僻怠
　　F，成人保護サービス・システム
　　G．施設による遺棄への対応
　　H．高齢者と刑事司法制度　曇
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